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第３ 【設備の状況】 

当事業年度の設備投資については、新商品の開発、省力化、品質の向上などに総額２億６千１百万円の

投資を実施しました。 

 主なものは、屋根事業用の生産設備に１億７千１百万円、建材事業用の生産設備に６千５百万円投資し

ております。 

 なお、当事業年度において重要な設備の売却は次のとおりであります。 

  

 
(注)    帳簿価額は減損損失計上後の金額であります。 

  

提出会社の平成21年３月31日現在における事業設備の状況は、次のとおりであります。 

  

 
(注)  上記の他、リース契約による主な賃借設備は、下記のとおりであります。  

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

１ 【設備投資等の概要】

事業所名 
（所在地）

設備の内容
帳簿価額
（百万円）

売却の完了時期 売却による減少能力

深谷製作所 
（埼玉県深谷市） 

土地建物等
（遊休） 

62 平成20年10月 ―

長田野製作所 
（京都府福知山市）

土地建物等
（遊休）

53 平成21年３月 ―

２ 【主要な設備の状況】

事業所 
(所在地)

土地
建物

(百万円)
構築物
(百万円)

機械及び
装置 

(百万円)

車両及び
運搬具 
(百万円)

工具器具
及び備品
(百万円)

リース 
資産 

(百万円)

計 
(百万円)

従業
員数 
(人)面積 

(㎡)
金額 

(百万円)

本社 
(東京都港区他) 

2,785 103 86 12 114 0 44 ― 361 216

深谷製作所 
(埼玉県深谷市) 

89,365 3,009 155 7 313 0 19 3 3,509 11

長田野製作所 
(京都府福知山市) 

34,363 659 152 8 152 0 33 ― 1,007 6

滋賀製作所 
(滋賀県東近江市) 

8,972 105 17 4 34 ― 1 ― 163 7

江別製作所 
(北海道江別市) 

17,723 226 36 2 46 ― 8 ― 320 4

名称
台数 
(台)

リース期間
年間リース料
(百万円)

リース契約残高
(百万円)

自動車 227 ４年又は５年 72 161
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(1) 重要な設備の新設等 

当事業年度末現在における重要な設備の新設および改修等に係る投資予定額は３億円でありますが、

その所要資金については、自己資金で充当する予定であります。 

重要な設備の新設および改修等の計画は、次のとおりであります。 

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

重要な設備の除却等の計画はありません。 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

事業の種類別 設備の内容

投資予定額 着手及び完工予定

予定額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着  手 完 工

屋根部門 長尺屋根用成型機等 221 ―

平成21年４月 平成22年３月建材部門 住宅用成型品金型等 61 ―

その他 環境試験装置等 18 ―

─ 13 ─













































③【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,980 1,980

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,980 1,980

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 344 344

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 344 344

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 495 495

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 495 495

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 21 15

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △5 △1

当期変動額合計 △5 △1

当期末残高 15 14

別途積立金   

前期末残高 3,450 3,450

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,450 3,450

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,024 1,311

当期変動額   

剰余金の配当 △118 △118

固定資産圧縮積立金の取崩 5 1

当期純利益 400 401

土地再評価差額金の取崩 － 138

当期変動額合計 287 422

当期末残高 1,311 1,733

利益剰余金合計   

前期末残高 4,990 5,272

当期変動額   

剰余金の配当 △118 △118

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 400 401

土地再評価差額金の取崩 － 138

当期変動額合計 282 420

当期末残高 5,272 5,692
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △4 △4

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △1

当期変動額合計 △0 △1

当期末残高 △4 △5

株主資本合計   

前期末残高 7,310 7,591

当期変動額   

剰余金の配当 △118 △118

当期純利益 400 401

自己株式の取得 △0 △1

土地再評価差額金の取崩 － 138

当期変動額合計 281 419

当期末残高 7,591 8,011

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 85 △32

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △117 29

当期変動額合計 △117 29

当期末残高 △32 △2

土地再評価差額金   

前期末残高 1,855 1,855

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △138

当期変動額合計 － △138

当期末残高 1,855 1,717

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,940 1,823

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △117 △108

当期変動額合計 △117 △108

当期末残高 1,823 1,714

純資産合計   

前期末残高 9,251 9,415

当期変動額   

剰余金の配当 △118 △118

当期純利益 400 401

自己株式の取得 △0 △1

土地再評価差額金の取崩 － 138

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △117 △108

当期変動額合計 163 310

当期末残高 9,415 9,725
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

  前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 
  
  当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

【重要な会計方針】 

 

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日  
  至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

(1) 子会社及び関連会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定） 

(2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

    時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

   時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産 

未成工事支出金 

 個別法による原価法 

 未成工事支出金 

同左 

 製品及び半製品、原材料 

 移動平均法による原価法 

 製品及び半製品、原材料 

移動平均法による原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方

法） 

 貯蔵品 

 最終仕入原価法 

 貯蔵品 

最終仕入原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法） 

  (会計方針の変更) 

   当事業年度より、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号 平成18年７月５日

公表分）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

─ 38 ─



項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日  
  至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成21年３月31日)

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

   定率法 

ただし平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備

を除く）については定額法を採

用しております。 

    なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 

建物 ３～38年

機械及び装置 ７～12年

(1) 有形固定資産 

  （リース資産を除く） 

   定率法 

ただし平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備

を除く）については、定額法を

採用しております。 

    なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 ３～38年

機械及び装置 ８～10年

 

 

また、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。 

 (会計方針の変更) (追加情報) 

    法人税法の改正（「所得税法等

の一部を改正する法律」（平成19

年３月30日 法律第６号）及び「法

人税法施行令の一部を改正する政

令」（平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、当事業年度から、

平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。 

 これによる営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益への影響は

軽微であります。 

    当社は、平成20年度法人税法の

改正を契機として、機械及び装置

の耐用年数の見直しを行い、当事

業年度より改正後の法人税法に基

づく耐用年数を適用しておりま

す。この結果、機械及び装置の耐

用年数は、従来の７～12年から８

～10年となりました。 

 これにより、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は、それ

ぞれ23百万円増加しております。 

 (追加情報) 

     法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上して

おります。 

 これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益がそれぞれ

61百万円少なく計上されておりま

す。 
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日  
  至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成21年３月31日)

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

ただしソフトウエア（自社利

用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づ

く定額法 

(2) 無形固定資産 

   （リース資産を除く） 

同左 

  

―――――

(3) リース資産 

   所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産 

   リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとする定額法によっ

ております。 

 平成20年３月31日以前に契約を

した、リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借処理に係る

方法に準じた会計処理によってお

ります。 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  営業債権等の債権に対する貸倒れ

による損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討して

計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 完成工事補償引当金 (2) 完成工事補償引当金 

 

  完成工事に係る瑕疵担保等の費用

に備えるため、過年度の実績率を基

礎に将来の支出見込を勘案して計上

しております。 

同左 

 (3) 工事損失引当金 (3) 工事損失引当金 

 

  受注工事に係る将来の損失に備え

るため、当事業年度末手持工事のう

ち損失の発生が見込まれ、かつ、そ

の金額が合理的に見積もることがで

きる工事について、損失見込額を計

上しております。 

同左 

 (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

  数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（13年）

による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。 

(4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

 過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（13年）による按分

額を費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（13年）

による按分額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとして

おります。 
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【会計処理の変更】 

  

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日  
  至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成21年３月31日)

 (5) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

５ 外貨建の資産・負債の本

邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

同左 

６ 請負工事の収益計上基準  工事完成基準によっております。 同左 

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 

―――――

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法、手段及び対象 

  借入金を対象とした金利スワップ

のみ行っております。 

  なお、金利スワップは特例処理の

要件を満たしているので、特例処理

を採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法、手段及び対象 

同左 

 (2) ヘッジ方針 (2) ヘッジ方針 

   金利リスクの低減並びに金融収支

改善のため、実需に伴う取引に限定

して実施することとしており、売買

益を目的とした投機的な取引は行わ

ない方針としております。 

同左 

９ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び容易に換

金可能であり、かつ価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

10 その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

―――――
（リース取引に関する会計基準等） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、当事業年度より、「リース取引に
関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月
17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改
正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日
本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30
日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。 
 なお、「リース取引に関する会計基準」の改正適用初
年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に
ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。 
 これによる損益に与える影響はありません。 
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【表示方法の変更】 
  

 
  
【注記事項】 

(貸借対照表関係) 
  

前事業年度 
(自 平成19年４月１日  
  至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成21年３月31日)

(貸借対照表) 

 前払年金費用は、金額的重要性が増したため、区分掲

記することとしました。 

 なお、前事業年度は、投資その他の資産「その他」に

174百万円含まれております。 

―――――

(損益計算書) 

 前事業年度において区分掲記しておりました営業外収

益「為替差益」（当事業年度０百万円）は、金額が僅少

となったため、当事業年度においては、営業外収益「そ

の他」に含めて表示しております。 

―――――

 

――――― 

(キャッシュ・フロー計算書) 

 投資活動によるキャッシュ・フロー「有形固定資産の

売却による収入」は、金額的重要性が増したため、区分

掲記することとしました。 

 なお、前事業年度は、投資活動によるキャッシュ・フ

ロー「その他」に１百万円含まれております。 

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

(1) ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するもの

は次のとおりであります。 

買掛金 68百万円

  

(1) ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するもの

は次のとおりであります。 

完成工事未収入金 35百万円

買掛金 86 

(2) 当座貸越契約及びコミットメントライン契約 

   運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行

と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越極度額及び貸出コミット

メントの総額         3,900百万円

借入実行残高 1,000 

差引額 2,900 

(2) 当座貸越契約及びコミットメントライン契約 

   運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行

と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越極度額及び貸出コミット

メントの総額         3,900百万円

借入実行残高 1,000 

差引額 2,900 

(3) ※２ 土地の再評価法の適用 

     土地の再評価に関する法律（平成10年３月31

日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日

公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計

上しております。 

 ・再評価の方法 

   土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定

資産税評価額に基づき算出する方法によっておりま

す。 

 ・再評価を行った日       平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の期末における 
 時価と再評価後の帳簿価額との差額 

1,511百万円

(3) ※２ 土地の再評価法の適用 

     土地の再評価に関する法律（平成10年３月31

日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日

公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計

上しております。 

 ・再評価の方法 

   土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定

資産税評価額に基づき算出する方法によっておりま

す。 

 ・再評価を行った日       平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の期末における 
 時価と再評価後の帳簿価額との差額 

1,449百万円
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(損益計算書関係) 

  
前事業年度 

(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

(1) ※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、314百

万円であります。 

(1) ※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、322百

万円であります。 

(2) ※２  固定資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。 

機械及び装置   6百万円

工具、器具及び備品 1 

 計 8 

―――――

 (3) ※３ 減損損失 

―――――      当社は、事業資産については管理会計上の区

分で、将来の用途が定まっていない遊休資産に

ついては個別の物件単位でグルーピングし、以

下の資産グループについて減損処理を実施して

おります。 

 

  

用途 種類 場所

遊休資産 建物及び土地等 埼玉県深谷市

遊休資産 建物及び土地等 京都府福知山市

遊休資産 土地 滋賀県高島市

 

     時価が帳簿価額に比べ著しく下落している資

産について、近い将来の時価の回復が見込まれ

なかったため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失208百万円として

特別損失に計上しております。その内訳は、建

物50百万円、構築物0百万円、土地157百万円で

あります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額によって

おり、売買契約済みのものについては不動産売

買契約上の売買代金から売却に要する費用を控

除した額で、売買未定のもののうち帳簿価額の

重要性が高いものについては不動産鑑定士によ

る不動産鑑定評価額で、帳簿価額が極めて小さ

く重要性が乏しいものについては固定資産税評

価額を基に算定した金額で評価しております。 
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     2,576 株 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 39,600,000 ― ― 39,600,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 22,520 2,576 ― 25,096

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 118 3 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 
定時株主総会 

普通株式
繰越利益 
剰余金

118 3 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     5,046 株 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 39,600,000 ― ― 39,600,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 25,096 5,046 ― 30,142

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 118 3 平成20年３月31日 平成20年６月25日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 
定時株主総会 

普通株式
繰越利益 
剰余金

118 3 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

前事業年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

 現金同等物を所有していないため、貸借対照表の現金
及び預金の期末残高は、現金及び現金同等物の期末残高
と同額であります。 

同左

前事業年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる 

    もの以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

１ リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の  

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 

 

 車両及び 
運搬具 
(百万円)

 工具器具及
び備品 
(百万円)

 ソフト 
ウエア 
(百万円)

合計

(百万円)

取得価額 
相当額 

48 129 208 386

減価償却 
累計額 
相当額 

23 74 114 212

期末残高 
相当額 

24 55 94 173

 

車両及び
運搬具 
(百万円)

工具器具及
び備品 
(百万円)

 ソフト 
ウエア 
(百万円)

 合計

(百万円)

取得価額
相当額 

35 128 204 367

減価償却
累計額 
相当額 

15 83 155 254

期末残高
相当額 

19 45 48 113

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

 

 (注)         同左 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 68百万円

１年超 105

合計 173

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 56百万円

１年超 56

合計 113

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

 

 (注)         同左 

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

 

支払リース料 73百万円

減価償却費相当額 73

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

 

支払リース料 71百万円

減価償却費相当額 71

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前事業年度 

  

 
  

前事業年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

   未経過リース料 

 

１年内 2百万円

１年超 6

合計 8

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

 

１年内 2百万円

１年超 3

合計 6

(減損損失について） 

  減損損失はないため、項目等の記載は、省略化してお
 ります。

(減損損失について) 

同左 

 

―――――
 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

 (1) リース資産の内容 

  ・有形固定資産 
    車両及び運搬具であります。 
  ・無形固定資産 
    ソフトウエアであります。 

 (2) リース資産の減価償却の方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとす

る定額法によっております。 

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類

前事業年度
(平成20年３月31日)

取得原価
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 

株式 165 198 33

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 

株式 132 78 △53

合計 298 277 △20

２ 時価評価されていない主な有価証券

区分

前事業年度
(平成20年３月31日) 
貸借対照表計上額 

(百万円)

子会社株式及び関連会社株式

 子会社株式 23

 関連会社株式 10

その他有価証券 

 非上場株式 11

合計 44
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当事業年度 

  

 
 （注） 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理を行い、投

資有価証券評価損148百万円を計上しております。 

     なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に回復可能性を判断しております。 

  

  

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類

当事業年度
(平成21年３月31日)

取得原価
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの 

株式 21 30 8

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 

株式 127 127 △ 0

合計 149 158 8

２ 時価評価されていない主な有価証券

区分

当事業年度
(平成21年３月31日) 
貸借対照表計上額 

(百万円)

子会社株式及び関連会社株式

 子会社株式 23

 関連会社株式 10

その他有価証券 

 非上場株式 10

合計 43
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(デリバティブ取引関係) 

  

 
  

  

１ 取引の状況に関する事項

前事業年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日)

(1) 取引に対する取組方針、取引の内容、取引の利用目

的 

(1) 取引に対する取組方針、取引の内容、取引の利用目

的 

  当社のデリバティブ取引に関する取組方針は、実需

に伴う取引に対応させることとし、売買益を目的とし

た投機的な取引は行わないこととしております。 

  当社は、借入金の資金調達に係る金利変動リスクヘ

ッジまたは支払金利の低減を目的に限定して利用して

おります。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

同左 

 ①ヘッジ会計の方法 

  当社のへッジ取引は、特例処理の要件を満たす金利

スワップ契約のみであり、金銭受払の純額を金利変換

の対象となる負債に係る利息に加減して処理しており

ます。 

 

 ②へッジ手段とへッジ対象 

  ヘッジ手段 ――――――― 金利スワップ取引 

  ヘッジ対象 ――――――― 特定借入金の支払金利 

 

 ③ヘッジ方針 

  金利変動による損失可能性を減殺する目的で行って

おります。 

 

(2) 取引に係るリスクの内容 

  当社のデリバティブ取引については、将来の金利変

動による市場価格変動リスクを有しておりますが、借

入金等の実需に対応させて行っており、そのリスクは

限定的であり、重要なものはないと認識しておりま

す。 

  また、当社はデリバティブ取引の取引先を、信用力

の高い金融機関に限定しており、取引先の倒産等によ

る契約不履行に陥るリスクは殆どないと判断しており

ます。 

(2) 取引に係るリスクの内容 

同左 

(3) 取引に係るリスク管理体制 

  当社のデリバティブ取引については、取引権限及び

取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部

門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

(3) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

２ 取引の時価等に関する事項

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

  当社のデリバティブ取引は、ヘッジ会計における金

利スワップの特例処理を適用している取引のみであ

り、取引の時価等に関する事項については、その記載

を省略しております。 

同左 
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(退職給付関係) 

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制度を併用しており、現在約60%の退

職金が適格退職年金制度によっております。 

  

２ 退職給付債務及びその内訳 

  

 
  

３ 退職給付費用の内訳 

  

 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

(1) 退職給付債務 △ 3,446百万円 

(2) 年金資産 1,541

(3) 未認識数理計算上の差異 763

    差  引 △ 1,141

(4) 前払年金費用 264

(5) 退職給付引当金 △ 1,405

(1) 勤務費用 146百万円 

(2) 利息費用 74

(3) 期待運用収益(減算) △ 54

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 60

(5) 退職給付費用 226

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率 2.1%

(3) 期待運用収益率 3.2%

(4) 数理計算上の差異の処理年数 13年

 

（各事業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る按分額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしております。） 
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当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と確定給付企業年金制度を併用しており、現在約60%

の退職金が確定給付企業年金制度によっております。 

 また、確定給付型の制度として退職一時金制度と適格退職年金制度を設けておりましたが、平成21年３

月１日より適格退職年金制度を確定給付企業年金制度へ移行しております。 

  

２ 退職給付債務及びその内訳 

  

 
  

３ 退職給付費用の内訳 

  

 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

(1) 退職給付債務 △ 3,418百万円 

(2) 年金資産 1,214

(3) 未認識過去勤務債務 △ 29

(3) 未認識数理計算上の差異 1,193

    差  引 △ 1,040

(4) 前払年金費用 286

(5) 退職給付引当金 △ 1,327

(1) 勤務費用 146百万円 

(2) 利息費用 72

(3) 期待運用収益(減算) △ 49

(4) 過去勤務債務の費用処理額 △ 0

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 86

(6) 退職給付費用 255

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率 2.1%

(3) 期待運用収益率 3.2%

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 13年

 

（各事業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る按分額を費用処理することとしており

ます。） 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 13年

 

（各事業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る按分額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしております。） 
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(税効果会計関係) 

  

 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

   

 
  

(持分法損益等) 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

項目
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度 

(平成21年３月31日)

(繰延税金資産) 

 貸倒引当金 36百万円 38百万円

 完成工事補償引当金 23 24

 退職給付引当金 561 536

 役員退職慰労引当金 72 84

 ゴルフ会員権減損 151 151

 投資有価証券評価損 ― 23

 たな卸資産評価損 12 10

 その他 25 10

 繰延税金資産小計 882 880

評価性引当額 △ 665 △ 261

繰延税金資産合計 216 618

(繰延税金負債) 

 前払年金費用 △ 106 △ 115

 固定資産圧縮積立金 △ 10 △ 9

 繰延税金負債合計 △ 117 △ 125

繰延税金資産の純額 99 493

 前事業年度 当事業年度

  法定実効税率 40.4％ 40.4％ 

   (調整)   

    交際費等永久に損金に算入されない項目 7.4 37.9 

    受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 0.1 △ 1.1 

    住民税等均等割 6.4 35.0 

    評価性引当額 △ 7.3 △ 304.6 

    法人税等特別控除額 △ 3.2 △ 14.5 

    その他 0.8 4.2 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.4 △ 202.7 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

    至 平成20年３月31日）

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

    至 平成21年３月31日）

  1 関連会社に関する事項 

関連会社に対する投資の金額 10百万円  関連会社に対する投資の金額 10百万円 

持分法を適用した場合の投資の金額 326  持分法を適用した場合の投資の金額 302

持分法を適用した場合の投資利益の金額 7  持分法を適用した場合の投資損失の金額 23

 2 開示対象特別目的会社に関する事項 

     当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。 
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【関連当事者情報】 

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

  １ 日本鐵板㈱については、原材料の購入について市場の実勢価額を検討の上、その都度価額交渉して

決定しております。 

(注) 取引金額は消費税等抜き、期末残高は消費税等込みで表示しております。 

  

 

  １ 子会社３社については、市場の労務価額及び同社から提示された見積価額を検討の上決定しており

ます。 

  ２ 関連会社 水上金属工業㈱については、購入製品の市場価額及び同社から提示された見積価額によ

り交渉の上決定しております。 

(注) 取引金額は消費税等抜き、期末残高は消費税等込みで表示しております。 

  

１ 親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所

資本金 
または 
出資金 
(百万円)

事業の内容
または職業

議決権等
の所有 
(被所有)

割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主 日本鐵板㈱ 
東京都 
中央区 

1,300 
鉄鋼製品の
卸売 

(被所有)
直接 
11.57

兼任 １名

屋根用原
材料の購
入 

表面処理鋼
板等の購入 

3,656 
買掛金 389

受取手形 1

屋根材等
の販売 

屋根用成型
品の販売 

5 
未払費用 10

売掛金 0

  取引条件及び取引条件の決定等

２ 子会社等

属性
会社等の 
名称

住所

資本金 
または 
出資金 
(百万円)

事業の内容
または職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 ㈱深谷三晃
埼玉県
深谷市 

10 加工業 
(所有)
直接 
100

兼任 １名
屋根材
加工 

労務発注 283 未払費用 21

子会社 ㈱福知山三晃 
京都府
福知山市

10 加工業 
(所有)
直接 
100

兼任 １名
屋根材
加工 

労務発注 63 未払費用 5

子会社 ㈲江別三晃工作 
北海道
江別市 

3 加工業 
(所有)
直接 
100

兼任 １名
屋根材
加工 

労務発注 72 未払費用 6

関連会社 水上金属工業㈱ 
山口県
光市 

30 

屋根用資材
及び建材製
品の製造、
販売 

(所有)
直接 
33.3

兼任 １名
屋根資材
の購入 

タイトフレー
ム等屋根用資
材の購入 

860 買掛金 68

  取引条件及び取引条件の決定等
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当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（追加情報） 

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。 

 これによる変更はありません。 

 また、これを機に開示内容を見直しております。 

  

１ 関連当事者との取引 

 財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。)等 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

  １ 日本鐵板㈱については、原材料の購入について市場の実勢価額を検討の上、その都度価格交渉して

決定しております。 

(注) 取引金額は消費税等抜き、期末残高は消費税等込みで表示しております。 

  

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

  １ 新日鉄エンジニアリング㈱については、屋根工事の施工について、一般取引条件と同様に市場価

額、原価予算を勘案して当社の見積価額を提示し、交渉の上決定しております。 

(注) 取引金額は消費税等抜き、期末残高は消費税等込みで表示しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

主要株主 日本鐵板㈱
東京都 

中央区
1,300 

鉄鋼製品の
卸売 

(被所有)

直接 

11.57

屋根用原材
料の購入 
役員の兼任 

表面処理鋼
板等の購入 

3,872 買掛金 325

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会社の
子会社 

新日鉄エンジ
ニアリング㈱ 
（新日本製鐵
㈱の子会社） 

東京都 

千代田区
15,000

建築 

鋼造業
―

屋根工事の
施工 

屋根工事の
請負 

714 
完成工事未
収入金 

310
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(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 237円90銭 245円78銭

１株当たり当期純利益 10円13銭 10円14銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため、記載しておりません。 

 前事業年度 当事業年度

当期純利益 (百万円) 400 401

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 400 401

期中平均株式数 (千株) 39,575 39,571
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【表紙】  

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年６月25日 

【会社名】 三晃金属工業株式会社 

【英訳名】 Sanko Metal Industrial Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  吉 田 伸 彦 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 



代表取締役社長吉田伸彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業

会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の

評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠

して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その

目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務

報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

  

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成21年３月31日を基準日として実施して

おり、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して

おります。 

 本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った

上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価にお

いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点

を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性を評

価しました。 

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範

囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮

して決定しており、実施した全体的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価

範囲を合理的に決定しております。 

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前事業年度の売上高の概ね２／３に達している事

業拠点を「重要な事業拠点」としております。 

 選定した重要な事業拠点においては、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、完成工事

未収入金、未成工事支出金並びに原材料及び貯蔵品に至るプロセスを評価の対象としました。 

 さらに、選定した重要な事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚

偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを、財務報告への影

響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

  

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断

致しました。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年６月25日 

【会社名】 三晃金属工業株式会社 

【英訳名】 Sanko Metal Industrial Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉 田 伸 彦 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 



当社代表取締役社長吉田伸彦は、当社の第60期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)の有価

証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


